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は
じ
め
に

今
年
六
月
、
預
金
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
金
融
危
機
発
生
時
に
は
、
銀
行
だ
け
で
な
く
、
証
券
会
社
、
保
険
会
社
等
に
対
し
て
も
、

公
的
資
金
の
投
入
等
の
措
置
が
と
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
は
証
券
会
社
（
リ
ー
マ
ン
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
）
や
保

険
会
社
（
Ａ
Ｉ
Ｇ
）
な
ど
非
預
金
金
融
機
関
の
破
綻
が
大
き
な
混
乱
を
招
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
、
欧
米
諸
国
や
Ｇ
２
０
等
に
お

い
て
対
応
策
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
今
回
の
法
改
正
は
そ
う
し
た
世
界
的
な
流
れ
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
欧
米
と
日
本
で
、
議
論
の
方
向
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
破
綻
処

理
に
お
け
る
損
失
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
欧
米
で
は
、
公
的
資
金
へ
の
依
存
の
回
避
が
最
重
要
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
日
本
で
は
公
的
資
金
の
投
入
を
前
提
と
し
て
そ
れ
を
証
券
会
社
等
に
も
広
げ
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。
公
的
資
金
に
対
す
る
考

え
方
が
正
反
対
な
の
で
あ
る
。

米
国
で
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
時
の
公
的
資
金
の
投
入
が
世
論
か
ら
厳
し
い
批
判
を
浴
び
、「
金
融
危
機
を
二
度
と
起
こ
さ

な
い
、
破
綻
処
理
で
二
度
と
納
税
者
に
負
担
を
か
け
な
い
」
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
欧
州
で
は
、
周
辺
各
国
が
危
機
に

陥
っ
た
銀
行
に
財
政
資
金
を
投
入
し
た
結
果
、
銀
行
危
機
と
政
府
債
務
危
機
の
ス
パ
イ
ラ
ル
的
状
況
が
生
じ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
欧
米
で
は
金
融
危
機
へ
の
公
的
資
金
の
投
入
を
避
け
る
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、

一
九
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
を
経
て
、
二
〇
〇
一
年
施
行
の
改
正
預
金
保
険
法
の
時
点
で
す
で
に
銀
行
へ
の
公
的
資
金
の
投
入

ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
と
ベ
イ
ル
イ
ン

伊
豆
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が
恒
久
化
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
改
正
は
そ
れ
を
証
券
会
社
等
に
拡
張
す
る
形
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
欧
米
と
の
違
い
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
間
の
議
論
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

１
　
預
金
保
険
法
の
改
正

今
年
四
月
に
国
会
提
出
さ
れ
た
「
金
融
商
品
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
、
六
月
一
二
日
に
成
立
、
同
一
九
日
に
公

布
さ
れ
た
。
同
改
正
法
は
、
広
範
囲
の
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
①
公
募
増
資
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
事
件
を
受
け
た
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規

制
改
正
、
②
Ａ
Ｉ
Ｊ
事
件
を
受
け
た
資
産
運
用
規
制
改
正
、
③
地
域
経
済
活
性
化
の
た
め
の
銀
行
の
出
資
制
限
（
五
％
ル
ー
ル
）
の

緩
和
、
④
Ｊ
リ
ー
ト
、
投
資
信
託
に
関
す
る
規
制
緩
和
、
に
並
ん
で
、
⑤
（
銀
行
以
外
を
含
む
）
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
制
度
を
整

備
す
る
た
め
の
預
金
保
険
法
改
正
（
来
年
三
月
ま
で
に
施
行
予
定
）
が
実
現
し
た
。

（
１
）
現
行
預
金
保
険
制
度

日
本
で
は
戦
後
長
ら
く
、「
銀
行
は
倒
産
さ
せ
な
い
」
と
い
う
行
政
方
針
が
堅
持
さ
れ
、
経
営
の
悪
化
し
た
銀
行
は
、
親
密
銀
行

等
に
よ
っ
て
救
済
合
併
さ
れ
て
き
た
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
銀
行
業
界
に
救
済
合
併
の
余
裕
が
な
く
な
り
、
破
綻
銀
行
は
清
算
処
理
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
当
該
銀
行
の
債
権
債
務
は
受
皿
銀
行
等
に
譲
渡
さ
れ
、
預
金
保
険
か
ら
の
資
金
援
助
も
得
て
、

預
金
だ
け
で
な
く
一
般
債
務
を
含
む
全
債
務
が
全
額
保
護
さ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

預
金
が
「
全
額
保
護
」
か
ら
「
定
額
保
護
」
に
転
換
し
た
（
い
わ
ゆ
る
ペ
イ
オ
フ
解
禁
）
の
は
、
二
〇
〇
二
年
四
月
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
後
、
普
通
預
金
等
の
扱
い
に
関
す
る
修
正
を
経
て
、
現
在
の
預
金
保
険
制
度
（
二
〇
〇
五
年
四
月
よ
り
）
で
は
、
預
金
保

険
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
、
①
決
済
性
預
金
（
当
座
預
金
等
の
、
無
利
息
・
要
求
払
い
・
決
済
機
能
を
備
え
た
預
金
）
に
つ
い
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て
は
全
額
、
②
一
般
預
金
（
普
通
預
金
、
定
期
預
金
等
）
は
元
本
一
〇
〇
〇
万
円
ま
で
と
そ
の
利
息
ま
で
と
な
っ
て
い
る
（
１
）。

そ
し
て
、

二
〇
一
〇
年
九
月
の
日
本
振
興
銀
行
の
破
綻
に
お
い
て
、
初
め
て
「
定
額
保
護
」
処
理
（
い
わ
ゆ
る
ペ
イ
オ
フ
）
が
実
施
さ
れ
た

（
一
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
預
金
へ
の
弁
済
率
は
三
九
％
で
あ
っ
た
）。
こ
れ
が
、
銀
行
の
債
務
が
全
額
保
護
さ
れ
な
か
っ
た
現
在
ま

で
の
唯
一
の
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
（
な
お
、
振
興
銀
行
は
預
金
以
外
の
資
金
調
達
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
（
２
））。

た
だ
し
、
預
金
保
険
法
で
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
破
綻
処
理
と
は
別
に
、
金
融
危
機
が
発
生
し
た
場
合
の
例
外
的
な
対
応
措
置

が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
法
第
七
章
「
金
融
危
機
へ
の
対
応
」
第
一
〇
二
条
〜
第
一
二
六
条
）。
す
な
わ
ち
、
日
本
全
体
ま
た
は
特

定
の
地
域
に
お
い
て
「
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
と
、「
金
融
危
機
対
応
会
議
」
を
経
て
総
理
大
臣
が
認
定
し
た
場

合
に
は
、
預
金
そ
の
他
の
銀
行
の
債
務
が
全
額
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
措
置
は
状
況
に
応
じ
て
三
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
（
第

一
〇
二
条
（
３
））。

第
一
号
措
置
は
、
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
が
低
下
し
て
い
る
場
合
で
、
銀
行
は
そ
の
ま
ま
存
続
さ
せ
、
預
金
保
険
機
構
が
優
先
株

等
の
引
受
け
（
資
本
注
入
）
を
行
う
。
二
〇
〇
三
年
五
月
の
り
そ
な
銀
行
へ
の
一
兆
九
千
億
円
の
投
入
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
二
号
措
置
は
、
銀
行
が
、
債
務
超
過
ま
た
は
預
金
の
払
戻
し
停
止
の
（
恐
れ
が
あ
る
）
場
合
で
、
銀
行
は
受
皿
銀
行
に
事
業
を

譲
渡
し
た
後
に
清
算
さ
れ
る
一
方
、
預
金
そ
の
他
の
債
務
に
つ
い
て
は
必
要
な
資
金
が
預
金
保
険
機
構
か
ら
無
制
限
に
援
助
さ
れ
て

全
額
保
護
さ
れ
る
。
こ
の
第
二
号
措
置
は
現
在
ま
で
発
動
例
は
な
い
。

第
三
号
措
置
は
、
債
務
超
過
か
つ
預
金
払
戻
し
停
止
の
（
恐
れ
が
あ
る
）
場
合
で
、
銀
行
の
全
株
式
は
預
金
保
険
機
構
に
よ
り
無

償
取
得
さ
れ
る
（
特
別
危
機
管
理
。
い
わ
ゆ
る
国
有
化
）
と
と
も
に
、
預
保
機
構
か
ら
の
資
金
援
助
に
よ
り
銀
行
の
債
務
は
や
は
り

全
額
保
護
さ
れ
る
。
二
〇
〇
三
年
一
一
月
の
足
利
銀
行
の
ケ
ー
ス
が
こ
れ
に
あ
た
る
（
同
行
の
株
式
は
、
国
有
化
の
の
ち
、
二
〇
〇

八
年
七
月
野
村
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
足
利
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に
一
二
〇
〇
億
円
で
譲
渡
さ
れ
た
）
（
４
）。
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（
２
）
今
回
の
預
金
保
険
法
改
正

今
回
の
預
金
保
険
法
改
正
で
は
、
前
記
の
「
金
融
危
機
対
応
」
と
は
別
に
、
新
た
に
「
金
融
機
関
等
の
秩
序
あ
る
処
理
」
が
設
け

ら
れ
た
（
同
法
第
七
章
の
二
「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
を
図
る
た
め
の
金
融
機
関
等
の
資
産
及
び
負
債
の
秩
序
あ
る
処
理
に
関
す
る

措
置
」
第
一
二
六
条
の
二
〜
第
一
二
六
条
の
三
九
）。
そ
の
主
な
内
容
は
、
処
理
の
対
象
を
、
銀
行
の
他
、
証
券
会
社
、
保
険
会
社
、

そ
れ
ら
の
持
株
会
社
お
よ
び
兄
弟
会
社
等
と
し
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
現
行
の
「
金
融
危
機
対
応
」
と
共
通
す

る
点
が
多
い
。

ま
ず
措
置
の
発
動
要
件
は
、「
金
融
危
機
対
応
会
議
」
を
経
た
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定
で
現
行
制
度
と
同
じ
で
あ
る
。
措
置
の
具

体
的
内
容
も
、
①
金
融
機
関
が
債
務
超
過
で
は
な
い
場
合
に
は
、
金
融
機
関
を
そ
の
ま
ま
存
続
さ
せ
て
、
預
金
保
険
機
構
が
貸
付
や

株
式
の
引
受
け
に
よ
っ
て
資
金
を
供
給
し
、
市
場
を
混
乱
さ
せ
な
い
よ
う
に
取
引
を
円
滑
に
履
行
・
解
消
さ
せ
る
（
第
一
二
六
条
の

二
「
特
定
第
一
号
措
置
」。
現
行
の
「
金
融
危
機
対
応
」
の
第
一
号
措
置
に
相
当
す
る
）。
②
債
務
超
過
等
の
場
合
に
は
、
預
金
保
険

機
構
が
業
務
と
財
産
管
理
に
つ
い
て
の
命
令
権
を
取
得
す
る
と
と
も
に
資
金
援
助
を
行
い
、
市
場
に
混
乱
を
与
え
か
ね
な
い
取
引
に

つ
い
て
は
受
皿
金
融
機
関
に
事
業
譲
渡
し
履
行
・
解
消
。
そ
の
他
の
一
般
業
務
に
つ
い
て
は
、
顧
客
か
ら
の
預
か
り
資
産
に
つ
い
て

は
既
存
の
保
護
制
度
（
預
金
保
険
、
投
資
者
保
護
基
金
、
保
険
契
約
者
保
護
基
金
）
に
よ
っ
て
対
応
し
、
会
社
を
清
算
す
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
（「
特
定
第
二
号
措
置
」。「
金
融
危
機
対
応
」
の
第
二
号
措
置
に
対
応
す
る
。
な
お
、
第
三
号
措
置
（
国
有
化
）
に
相

当
す
る
措
置
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
）。

必
要
な
資
金
に
つ
い
て
は
、
当
座
は
、
預
金
保
険
機
構
が
政
府
保
証
付
き
で
市
場
か
ら
調
達
す
る
が
、
負
担
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
事
後
的
に
金
融
業
界
か
ら
徴
収
し
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
に
は
政
府
が
補
助
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
現
行
の
金

融
危
機
対
応
措
置
と
同
じ
で
あ
る
（
他
に
、
ベ
イ
ル
イ
ン
条
項
の
つ
い
た
債
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
発
動
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
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こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

こ
う
し
た
新
た
な
措
置
に
よ
っ
て
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
証
券
会
社
等
へ
も
拡
張
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要

な
金
融
機
関
が
自
己
資
本
比
率
低
下
、
さ
ら
に
は
経
営
破
綻
し
て
も
、
市
場
に
混
乱
を
与
え
る
こ
と
な
く
秩
序
立
っ
た
処
理
が
可
能

と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
制
度
は
公
的
資
金
へ
の
依
存
度
が
非
常
に
高
く
、
欧
米
と
対
照
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
で
は
、
海
外
で
の
議
論
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
見
て
み
よ
う
。

２
　
Ｆ
Ｓ
Ｂ
（
金
融
安
定
理
事
会
）
の
「
主
な
特
性
」

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、
世
界
の
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
の
国
際
的
な
共
通
化
を
目
指
し
た
Ｆ
Ｓ
Ｂ
（
金

融
安
定
理
事
会
（
５
））

の
勧
告
―
―
「
金
融
機
関
の
実
効
的
な
破
綻
処
理
の
枠
組
み
の
主
な
特
性
」（
以
下
、「
主
な
特
性
」
と
略
）
―
―

が
発
表
さ
れ
、
翌
月
の
Ｇ
２
０
カ
ン
ヌ
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
。

「
主
な
特
性
」
は
、
初
め
に
、
破
綻
処
理
が
満
た
す
べ
き
要
件
と
し
て
、
①
金
融
シ
ス
テ
ム
の
混
乱
回
避
、
②
納
税
者
負
担
の
回

避
、
③
株
主
や
無
担
保
債
権
者
の
損
失
負
担
を
通
じ
た
経
済
的
機
能
の
確
保
、
の
三
つ
の
柱
を
掲
げ
て
い
る
。

①
の
「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
混
乱
回
避
」
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。「
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
」
は
、
決
済
シ
ス
テ
ム

の
担
い
手
で
あ
り
、
資
金
仲
介
の
中
心
を
占
め
、
他
の
金
融
機
関
と
複
雑
か
つ
膨
大
な
取
引
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
破
綻
処
理

は
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
般
の
事
業
会
社
の
破
綻
の

よ
う
に
通
常
の
倒
産
法
制
に
よ
る
処
理
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
各
国
で
は
一
定
金
額
ま
で
の
預
金
保
険
や

投
資
家
保
護
基
金
等
の
顧
客
資
産
保
護
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
大
口
顧
客
の
資
金
流
出
や
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
そ
の
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他
の
業
者
間
取
引
の
即
時
履
行
等
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
に
対
応
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、「
金
融
シ

ス
テ
ム
の
混
乱
回
避
」
の
た
め
の
、
一
般
の
倒
産
法
と
は
異
な
る
、
新
た
な
危
機
対
応
策
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
主
な
特
性
」
の
特
徴
は
、
②
の
「
納
税
者
負
担
の
回
避
」
と
、
③
の
「
株
主
や
無
担
保
債
権
者
の
損
失
負
担
を
通
じ
た
経
済
的

機
能
の
確
保
」
に
あ
る
。

①
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
短
期
的
に
最
も
効
果
的
な
方
法
は
公
的
資
金
を
注
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日

本
で
は
一
九
九
〇
年
代
の
銀
行
の
破
綻
処
理
に
お
い
て
、
預
金
保
険
の
資
金
が
枯
渇
す
る
と
一
一
兆
円
の
財
政
資
金
を
投
入
し
た
。

さ
ら
に
国
有
化
し
た
長
銀
、
日
債
銀
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
三
兆
円
余
り
が
、
ま
た
貸
し
渋
り
対
策
と
し
て
九
八
年
三
月
に
は
二
一
行

に
約
二
兆
円
、
九
九
年
三
月
に
は
一
五
行
に
約
八
兆
円
が
注
入
さ
れ
、
そ
し
て
〇
三
年
に
は
り
そ
な
銀
行
に
約
二
兆
円
の
公
的
資
金

が
投
入
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
②
の
「
納
税
者
負
担
の
回
避
」
は
、
こ
う
し
た
日
本
的
方
法
の
否
定
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
。
で
は
、
必
要
な
資
金
は
ど
う
す
る
か
。
そ
れ
が
、
③
の
「
株
主
や
無
担
保
債
権
者
の
損
失
負
担
」
で
あ
る
。

ま
ず
、
株
主
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
公
的
資
金
の
注
入
に
お
い
て
株
主
の
損
失
負
担
は
、
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
日
本
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
確
か
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
破
綻
処
理
で
は
、
救
済
合
併
を
除
く
多
く
は
、

受
皿
銀
行
に
事
業
譲
渡
し
た
後
、
清
算
さ
れ
て
お
り
、
株
主
は
そ
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
国
有
化
さ
れ
た
長
銀
、
日
債
銀
、
足
利

銀
行
も
、
株
式
は
無
償
で
国
（
正
確
に
は
、
預
金
保
険
機
構
の
子
会
社
で
あ
る
整
理
回
収
銀
行
）
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
お
り
、
同

様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
八
年
三
月
お
よ
び
九
九
年
三
月
の
公
的
資
本
注
入
、
〇
三
年
の
り
そ
な
銀
行
へ
の
注
入
で
は
、
既

存
株
主
の
負
担
は
（
資
本
注
入
に
よ
る
希
薄
化
、
経
営
権
へ
の
一
定
の
制
約
を
除
い
て
）
生
じ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
破
綻
処
理
を
伴
わ
な
い
、
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
な
い
金
融
機
関
へ
の
資
本
注
入
制
度
は
、
今
回
導
入
さ
れ

た
「
秩
序
あ
る
破
綻
処
理
制
度
」
に
お
い
て
も
、
先
に
紹
介
し
た
「
特
定
第
一
号
措
置
」
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
日
本
で
は
、
金
融
危
機
を
未
然
に
防
ぐ
、
優
れ
た
予
防
的
措
置
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
の
「
主
な

特
性
」
や
（
後
述
の
欧
米
の
考
え
方
）
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

「
主
な
特
性
」
の
柱
の
③
は
、
株
主
だ
け
で
な
く
、「
無
担
保
債
権
者
」
に
も
損
失
を
負
担
さ
せ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
破

綻
し
た
会
社
の
債
権
者
が
、
裁
判
所
の
決
定
等
に
も
と
づ
い
て
、
元
本
を
下
回
る
額
の
弁
済
し
か
受
け
ら
れ
な
い
の
は
、
倒
産
法
上

の
通
常
の
手
続
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
主
な
特
性
」
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
倒
産
法
に
よ
る
裁
判
所
の
手
続
き
に
入
る
以

前
の
、
行
政
当
局
が
認
定
・
実
施
す
る
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
の
段
階
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
株
主
に
加
え
て
無
担
保
債
権
者
に

も
損
失
を
負
担
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
、
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
に
お
い
て
は
、
公
的
資
金
な
ど
、
外
部
資
金
を
注
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
金
融
機
関
の
経

済
機
能
（
預
金
そ
の
他
の
債
務
、
取
引
先
企
業
向
け
債
権
等
）
を
維
持
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
を
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
と
呼
ぶ
。

と
こ
ろ
が
「
主
な
特
性
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
株
主
や
無
担
保
債
権
者
な
ど
、
当
該

金
融
機
関
内
部
に
そ
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
や
無
担
保
債
権
者
に
よ
る
損
失
負
担
に

よ
っ
て
、
預
金
保
険
対
象
の
預
金
、
担
保
付
債
権
等
を
保
護
す
る
方
法
で
、
こ
れ
を
ベ
イ
ル
イ
ン
と
呼
ぶ
。

〈
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
で
は
な
く
ベ
イ
ル
イ
ン
を
〉
と
い
う
立
場
は
、
欧
米
の
立
法
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ

を
見
て
み
よ
う
。

３
　
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
に
お
け
る
破
綻
処
理

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
二
〇
一
〇
年
七
月
に
成
立
し
た
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
は
、
一
六
篇
か
ら
な
る
膨
大
な
も
の
で

そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
目
的
は
、
法
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
以
下
の
五
つ
で
あ
る
。
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①
金
融
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
説
明
責
任
お
よ
び
透
明
性
の
向
上
に
よ
る
合
衆
国
の
金
融
の
安
定
促
進

②
「
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
（too

big
to

fail

）」
か
ら
の
脱
却

③
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
か
ら
の
脱
却
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
納
税
者
の
保
護

④
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
非
道
な
（abusive

）
行
為
か
ら
の
消
費
者
の
保
護

⑤
そ
の
他

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、T

oo
B

ig
T

oo
F

ail

政
策
か
ら
の
脱
却
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
経
営
危
機
に
直
面
し
た
リ

ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
、
結
局
、
合
併
先
が
見
つ
か
ら
ず
公
的
な
支
援
も
受
け
ら
れ
ず
、
倒
産
法
一
一
条
の
適
用
を
申
請
し
て
法

的
に
破
綻
し
た
わ
け
で
あ
り
、
リ
ー
マ
ン
の
破
綻
自
身
が
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
政
策
の
終
焉
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
世
界
全
体
に
大
混
乱
を
巻

き
起
こ
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
に
復
帰
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
米
国
は
、
そ
れ

を
明
確
に
拒
否
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
Ａ
Ｉ
Ｇ
や
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
対
す
る
公
的
資
金
の
投
入
に
対
す
る
世

論
の
厳
し
い
批
判
で
あ
る
。
公
的
資
金
を
用
い
た
救
済
（
す
な
わ
ち
ベ
イ
ル
ア
ウ
ト
）
は
行
わ
ず
、
大
き
な
金
融
機
関
も
破
綻
処
理

す
る
、
そ
れ
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
金
融
市
場
の
混
乱
を
防
ぐ
た
め
に
は
破
綻
金
融
機
関
の
債
務
の
一
定
部
分
に
つ
い
て
は
保
護
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し

か
し
、
そ
こ
に
公
的
な
資
金
は
投
入
し
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
資
金
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
破
綻
処
理
に
つ
い
て
定
め
た
第
Ⅱ
編
「
秩
序
あ
る
清
算
権
限
（O

rd
erly

Liquidation
A

uthority

）」
で
は
、
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
（
連
邦
預
金
保
険
公
社：

日
本
の
預
金
保
険
機
構
に
相
当
す
る
）
が
管
財
人
と
な
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
権
限
の
な
か
に
、
法
律
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
株
主
と
債
権
者
の
す
べ
て
の
権
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利
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
、
株
主
と
無
担
保
債
権
者
に
損
失
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（sec.210,(a)Pow

er

and
A

uthorities,(1)G
eneralPow

er,(M
)Shareholders

and
C

reditors
ofC

overed
F

inancialC
om

pany

）

具
体
的
に
は
、
一
時
的
な
資
金
繰
り
に
つ
い
て
は
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
が
債
券
を
発
行
し
て
資
金
を
調
達
し
（
こ
れ
は
財
務
省
も
購
入
可
能
）、

そ
の
返
済
は
、
破
綻
金
融
機
関
の
資
産
の
回
収
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
、
当
該
金
融
機
関
の
株
主
、
無
担
保
債
権
者
の
権

利
は
保
護
さ
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
資
金
が
足
り
な
い
場
合
に
は
、
事
後
的
に
総
資
産
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
の

金
融
機
関
に
負
担
金
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ベ
イ
ル
イ
ン
と
業
界
の
負
担
に
よ
る
処
理
が
行
わ
れ
、
公
的
な
資
金
が

投
入
さ
れ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
当
然
、
日
本
の
現
行
の
「
第
一
号
措
置
」、
新
設
の
「
特
定
第
一
号
措
置
」
の
よ
う
な
、
公
的
な
資
金
（
原
資
は
預
保
機

構
が
政
府
保
証
付
き
で
市
場
か
ら
調
達
）
に
よ
る
予
防
的
な
資
本
・
流
動
性
供
給
と
い
う
制
度
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

４
　
Ｅ
Ｕ
指
令
案
に
お
け
る
破
綻
処
理

Ｅ
Ｕ
で
は
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が
破
綻
処
理
に
関
す
る
指
令
案
を
公
表
、
今
年
六
月
の
理
事
会
（
Ｅ
Ｕ
首
脳
会

議
）
に
お
い
て
合
意
に
達
し
た
（
６
）。

こ
こ
に
お
い
て
も
、
公
的
資
金
注
入
の
排
除
（
７
）

と
ベ
イ
ル
イ
ン
の
導
入
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
破
綻
処
理
の
コ
ス
ト
負
担
に
お
い
て

は
、
ベ
イ
ル
イ
ン
を
原
則
と
し
、
例
外
的
に
ベ
イ
ル
イ
ン
か
ら
除
外
さ
れ
る
債
務
と
し
て
、
①
預
金
保
険
対
象
の
預
金
、
②
担
保
付

債
権
、
③
信
託
資
産
、
④
満
期
一
ヶ
月
未
満
の
債
務
、
⑤
賃
金
・
年
金
支
払
い
の
た
め
の
債
務
、
⑥
租
税
債
務
、
等
が
列
挙
さ
れ
て

い
る
。
預
金
で
あ
れ
、
預
金
保
険
対
象
（
現
行
で
は
一
〇
万
ユ
ー
ロ
）
外
の
も
の
は
、
保
護
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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実
は
、
ベ
イ
ル
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
従
来
の
「
金
融
危
機
対
応
」
お
よ
び
新
た

に
導
入
さ
れ
た
「
秩
序
あ
る
処
理
」
の
両
方
で
、
ベ
イ
ル
イ
ン
条
項
の
付
さ
れ
た
債
務
に
つ
い
て
は
発
動
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ベ
イ
ル
イ
ン
条
項
付
き
債
務
（
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
ト
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
コ
コ
・
ボ
ン
ド
）
と
は
、
当
該
債
務
を
発
行
す
る
金
融
機

関
が
、
一
定
の
自
己
資
本
比
率
を
下
回
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
当
局
に
よ
っ
て
実
質
破
綻
と
認
定
さ
れ
た
場
合
等
に
、
株
式
に
転
換

さ
れ
る
、
あ
る
い
は
元
本
の
一
部
（
ま
た
は
全
部
）
を
失
う
と
の
特
約
の
付
さ
れ
た
債
務
で
あ
る
（
リ
ス
ク
が
高
い
分
、
当
然
、
金

利
は
高
く
な
る
）。
し
た
が
っ
て
、
日
本
で
も
、
今
後
、
公
的
資
本
の
注
入
等
が
実
施
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
融
機
関
の
ベ
イ

ル
イ
ン
条
項
付
き
債
務
を
保
有
す
る
債
権
者
は
損
失
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
欧
米
と
日
本
で
は
何
が
違
う
の
か
。

日
本
の
制
度
は
、〈
原
則
と
し
て
公
的
資
金
に
よ
る
全
債
務
保
護
、
例
外
と
し
て
ベ
イ
ル
イ
ン
条
項
付
き
債
務
の
み
ベ
イ
ル
イ
ン
〉

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
欧
米
で
は
〈
原
則
と
し
て
ベ
イ
ル
イ
ン
、
例
外
と
し
て
保
険
付
き
預
金
・
担
保
付
き
債
務
等
の
保
護
〉
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
金
融
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
」
に
破
綻
懸
念
が
生
じ
た
場
合
、
日
本
で
は
、
事
前
に
ベ
イ
ル
イ
ン

条
項
が
付
さ
れ
て
い
な
い
限
り
す
べ
て
の
債
務
が
保
護
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
欧
米
で
は
、
預
金
保
険
対
象
あ
る
い
は
有
担
保
等
ベ

イ
ル
イ
ン
の
対
象
外
で
あ
る
こ
と
が
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
債
務
は
す
べ
て
毀
損
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
日
本
で

ベ
イ
ル
イ
ン
条
項
付
き
債
務
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
が
二
〇
一
一
年
一
二
月
発
行
し
た
個
人
向
け
社
債
一

件
の
み
な
の
で
あ
る
（
今
年
六
月
時
点
）。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
大
手
金
融
機
関
の
債
務
が
不
履
行
と
な
る
こ
と
は
、
事
実
上

（
上
記
社
債
一
件
を
除
い
て
）
あ
り
え
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
当
該
金
融
機
関
の
倒
産
が
、「
信
用
秩
序
の
維
持
に
重
大

な
支
障
」
あ
る
い
は
「
金
融
市
場
そ
の
他
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
著
し
い
混
乱
」
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
前
者
は
預
金

保
険
法
第
一
〇
二
条
（
金
融
危
機
対
応
）
の
第
一
、
第
二
、
第
三
号
措
置
に
よ
っ
て
、
後
者
は
新
設
の
同
法
第
一
二
六
条
の
二
（
秩
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序
あ
る
処
理
）
の
特
定
第
一
号
、
特
定
第
二
号
措
置
に
よ
っ
て
、
そ
の
債
務
の
全
額
が
保
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ

う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

５
　
日
本
に
お
け
る
公
的
資
金
投
入
制
度
の
推
移

一
九
九
〇
年
代
の
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
る
金
融
機
関
の
相
次
ぐ
破
綻
に
対
し
て
、
日
本
で
は
様
々
な
形
の
公
的
資
金
投
入
が
行
わ
れ

た
。
例
え
ば
、
①
一
九
九
四
年
一
二
月
に
破
綻
し
た
東
京
の
二
信
組
の
受
皿
銀
行
に
は
日
銀
が
二
〇
〇
億
円
を
出
資
し
、
②
一
九
九

六
年
六
月
の
い
わ
ゆ
る
「
住
専
国
会
」
で
は
住
専
処
理
の
た
め
の
六
八
五
〇
億
円
の
財
政
資
金
の
投
入
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
過
程
で
銀
行
経
営
者
や
行
政
当
局
に
対
し
て
世
論
か
ら
厳
し
い
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
、
公
的
資
金
の
投
入
（
と
り

わ
け
直
接
、
財
政
資
金
を
用
い
る
形
態
）
は
政
治
的
に
困
難
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
九
七
年
一
一
月
の
山
一
証
券
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
の
破
綻
を
契
機
に
世
論
は
一
変
、「
公
的
資
金
の
投
入
も
や
む
を

え
な
い
」、
む
し
ろ
「
積
極
的
に
投
入
す
べ
き
」
だ
と
の
主
張
が
力
を
得
て
、
③
九
八
年
三
月
に
は
、
貸
し
渋
り
対
策
を
名
分
に
、

健
全
と
さ
れ
た
二
一
行
に
一
兆
八
千
億
円
、
九
九
年
三
月
に
は
一
五
行
に
七
兆
五
千
億
円
が
投
入
さ
れ
、
④
九
八
年
末
に
国
有
化

（
特
別
公
的
管
理
）
し
た
長
銀
に
三
兆
二
千
億
円
、
日
債
銀
に
三
兆
一
千
億
円
が
投
じ
ら
れ
、
⑤
破
綻
金
融
機
関
の
預
金
の
全
額
保

護
の
た
め
十
兆
七
千
億
円
の
財
政
資
金
が
（
交
付
国
債
の
形
で
）
支
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
金
融
機
能
安
定
化
法
、
早
期
健
全
化
法
、
金
融
再
生
法
、
預
金
保
険
法
附
則
な
ど
、
二
〇
〇
一

年
三
月
末
を
期
限
と
す
る
時
限
立
法
で
あ
っ
た
。
金
融
危
機
と
い
う
異
例
の
事
態
に
対
す
る
一
時
的
な
措
置
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
一
年
施
行
の
預
金
保
険
法
改
正
に
よ
り
、
こ
う
し
た
措
置
は
す
べ
て
恒
久
化
さ
れ
た
。
安
定
化
法
と
健
全
化

法
に
よ
る
予
防
的
な
公
的
資
金
注
入
は
前
述
の
金
融
危
機
対
応
の
第
一
号
措
置
に
、
預
金
保
険
法
附
則
に
よ
る
預
金
の
全
額
保
護
は
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第
二
号
措
置
に
、
再
生
法
に
よ
る
国
有
化
は
第
三
号
措
置
に
、
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
年
の
預
金
保
険
法
改
正
に

よ
り
、
新
た
に
、
証
券
会
社
や
保
険
会
社
等
も
同
様
の
公
的
資
金
注
入
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
破
綻
処
理
の
推
移
を
振
り
返
る
と
、
当
初
批
判
の
強
か
っ
た
公
的
資
金
の
投
入
は
、
九
七
年
か
ら
の
大
手
金

融
機
関
の
相
次
ぐ
破
綻
を
契
機
に
世
論
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
れ
で
も
時
限
的
な
異
例
の
措
置
と
し
て
の
み
実
施
さ
れ

て
い
た
も
の
が
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
恒
久
的
措
置
と
な
り
、
さ
ら
に
今
年
、
そ
こ
に
非
預
金
金
融
機
関
も
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
欧
米
と
は
ま
る
で
逆
の
動
き
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
第
一
に
、
公
的
資
金
を
用
い
る
こ
と
に
対
す
る
世
論
の
違
い
で
あ
ろ
う
。
欧
米
で
は
、
金
融
危
機
を
経

て
、
納
税
者
の
負
担
で
金
融
業
界
が
救
済
さ
れ
て
い
る
と
の
批
判
が
高
ま
り
、
そ
れ
が
新
た
な
制
度
を
後
押
し
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
日
本
で
は
、
公
的
資
金
を
用
い
て
で
も
守
る
べ
き
金
融
シ
ス
テ
ム
の
重
要
性
に
対
す
る
世
論
の
理
解
が
欧
米
以
上
に
進
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
住
専
処
理
の
混
乱
と
九
七
年
の
金
融
危
機
を
経
て
、
金
融
機
関
へ
の
公
的
支
援

に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
思
考
停
止
に
陥
っ
て
い
る
面
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
ど
う
見
る
か
で
あ
ろ
う
。
予
防
的
な
資
本
注
入
を
含
め
て
公
的
な
支
援
を
厚
く
す
れ
ば
、
金
融
危

機
を
防
ぐ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
同
時
に
、
債
務
の
全
額
保
護
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
日
本
の
大
手
金
融
機
関
は

低
コ
ス
ト
で
資
金
調
達
可
能
と
な
り
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
は
、
長
期
的
に
み
れ
ば
む
し
ろ
金
融
シ
ス
テ
ム
内
の
リ

ス
ク
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
背
景
の
一
つ
は
、
本
来
、
仲
介
機
関
た
る
べ
き

金
融
機
関
が
自
ら
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
拡
大
さ
せ
て
投
機
に
走
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
合
意
さ
れ
た
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
に
お
け
る

資
本
算
入
の
要
件
と
し
て
、
ベ
イ
ル
イ
ン
条
項
を
も
つ
債
務
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
も
、
納
税
者
負
担
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
そ
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う
し
た
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
、
日
本
で
は
十
分
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

注（
１
）

日
本
の
預
金
保
険
制
度
・
破
綻
処
理
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
高
橋
正
彦
「
預
金
保
険
制
度
の
歴
史
と
基
本
的
課
題
」『
預
金
保
険
研
究
』

第
一
四
号
、
二
〇
一
二
年
の
他
、
拙
稿
「
金
融
危
機
と
日
本
銀
行
」
本
誌
二
〇
一
三
年
六
月
号
注
１
掲
載
の
文
献
を
参
照
。

（
２
）

日
本
振
興
銀
行
の
破
綻
処
理
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
伸
子
他
「
日
本
振
興
銀
行
の
破
綻
処
理
―
預
金
者
保
護
を
中
心
と
し
て
―
」『
預
金
保
険

研
究
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
参
照
。

（
３
）

第
一
〇
二
条
の
「
金
融
危
機
対
応
措
置
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
宗
啓
編
『
逐
条
解
説
　
預
金
保
険
法
の
運
用
』
金
融
財
政
事
情

研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
、
四
一
〇
〜
四
一
九
頁
参
照
。

（
４
）

な
お
、
預
金
保
険
機
構
か
ら
足
利
銀
行
に
は
累
計
で
、
二
五
六
六
億
円
の
金
銭
贈
与
、
九
九
九
億
円
（
簿
価
五
九
二
二
億
円
）
の
資
産
買

取
り
の
資
金
援
助
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
ペ
イ
オ
フ
コ
ス
ト
を
越
え
な
か
っ
た
た
め
、
預
保
機
構
の
一
般
勘
定
（
金
融
機
関
か
ら
の

保
険
料
）
で
賄
わ
れ
た
。『
平
成
二
〇
年
度
預
金
保
険
機
構
年
報
』
三
四
〜
三
五
頁
。

（
５
）

Ｆ
Ｓ
Ｂ
（F

inancialStability
B

oard：

金
融
安
定
理
事
会
）
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
後
の
二
〇
〇
九
年
、
Ｇ
２
０
に
よ
っ
て
設
立

さ
れ
た
機
関
で
、
各
国
の
金
融
監
督
の
国
際
的
調
整
等
を
目
的
と
し
て
い
る
。
加
盟
各
国
の
金
融
当
局
（
日
本
か
ら
は
金
融
庁
と
日
本
銀

行
）
と
国
際
金
融
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
世
界
銀
行
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
が
参
加
し
て
い
る
。
前
身
は
、
Ｇ
７
の
Ｆ
Ｓ
Ｆ
（F

inancial
Stability

F
orum

：

金
融
安
定
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
）。

（
６
）

ユ
ー
ロ
危
機
が
深
化
す
る
過
程
で
、
Ｅ
Ｕ
金
融
統
合
に
「
銀
行
同
盟
」
を
加
え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。「
銀
行
同
盟
」
は
、
①
銀
行
監
督
、
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②
預
金
保
険
、
③
破
綻
処
理
、
の
三
要
素
の
統
合
を
意
味
す
る
。
統
合
は
、「
共
通
化
」
と
「
一
元
化
」
の
二
方
法
（
あ
る
い
は
二
段
階
）

で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
①
の
銀
行
監
督
に
つ
い
て
は
、
来
年
後
半
よ
り
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
欧
州
中
央
銀
行
）
が
一
元
的
に
Ｅ
Ｕ
域
内
の
銀
行
を
監

督
す
る
こ
と
が
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
②
の
預
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
保
険
対
象
を
一
〇
万
ユ
ー
ロ
ま
で
と
す
る
な
ど
各
国
制
度
の

一
定
の
「
共
通
化
」
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
財
政
負
担
の
問
題
が
直
接
に
絡
む
た
め
「
一
元
化
」
へ
の
議
論
は
進
ん
で
い
な
い
。
③
の
破

綻
処
理
に
つ
い
て
は
、
昨
年
六
月
の
Ｅ
Ｕ
委
員
会
の
指
令
案
の
内
容
を
ベ
ー
ス
に
、
各
国
が
国
内
法
を
改
正
す
る
「
共
通
化
」
が
進
行
中

で
あ
る
が
、
同
時
に
、「
一
元
化
」
も
進
め
ら
れ
て
い
る
（
本
文
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
前
者
の
「
共
通
化
」
案
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て

も
今
年
七
月
に
Ｅ
Ｕ
委
員
会
が
原
案
を
発
表
し
た
）。

（
７
）

た
だ
し
、
ユ
ー
ロ
圏
で
は
そ
の
一
方
で
、
各
国
の
出
資
に
よ
っ
て
成
立
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｍ
（E

uropean
Stability

M
echanism

：

欧
州
安
定
メ

カ
ニ
ズ
ム
）
が
、
経
営
危
機
に
陥
っ
た
銀
行
に
資
金
を
注
入
す
る
枠
組
み
が
で
き
て
お
り
（
従
来
は
、
各
国
政
府
を
経
由
し
て
銀
行
に
資

本
供
給
す
る
形
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
政
府
債
務
が
増
加
し
債
務
危
機
を
悪
化
さ
せ
か
ね
な
い
と
の
反
省
か
ら
、
Ｅ
Ｓ
Ｍ
が
銀
行

に
直
接
注
入
方
式
に
変
更
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
）、
こ
の
点
、
破
綻
処
理
制
度
案
の
公
的
資
金
排
除
と
整
合
的
で
な
い
。

参
考
文
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１
　
改
正
預
金
保
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法
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解
説

①
金
融
庁
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三
回
国
会
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w

.fsa.go.jp/com
m

on/diet/

）

②
小
立
　
敬
「
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が
国
の
金
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機
関
の
秩
序
あ
る
処
理
の
枠
組
み
―
改
正
預
金
保
険
法
で
手
当
て
さ
れ
た
新
た
な
ス
キ
ー
ム
―
」『
野
村
資
本
市
場

ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』
二
〇
一
三
年
夏
号
。

③
鈴
木
利
光
「
証
券
・
保
険
に
も
公
的
資
金
注
入
が
可
能
に
」
大
和
総
研
レ
ポ
ー
ト
、
二
〇
一
三
年
五
月
二
〇
日
。
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２
　
預
金
保
険
法
改
正
に
至
る
行
政
・
国
会
で
の
議
論

④
金
融
審
議
会
「
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
等
に
資
す
る
銀
行
規
制
等
の
在
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
報
告
書
『
金
融
シ
ス
テ
ム
安

定
化
等
に
資
す
る
銀
行
規
制
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
』
二
〇
一
三
年
一
月
二
五
日
。

⑤
金
融
審
議
会
「
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
等
に
資
す
る
銀
行
規
制
等
の
在
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
議
事
録
・
事
務
局
資
料
　
第

一
回
（
二
〇
一
三
年
五
月
二
九
日
）、
四
回
（
八
月
二
八
日
）、
五
回
（
九
月
一
〇
日
）、
六
回
（
九
月
二
八
日
）、
一
〇
回
（
一
一
月
一
二
日
）、

一
一
回
（
一
二
月
五
日
）、
一
二
回
（
一
二
月
一
三
日
）、
一
三
回
（
二
〇
一
三
年
一
月
一
五
日
）、
一
四
回
（
一
月
二
五
日
）。

⑥
第
一
八
三
回
国
会
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
議
事
録
　
第
九
号
（
二
〇
一
三
年
五
月
二
一
日
）、
一
〇
号
（
五
月
二
二
日
）、
一
一
号
（
五
月
二

四
日
）。

⑦
参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
議
事
録
　
第
九
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
四
日
）、
一
〇
号
（
六
月
六
日
）、
一
一
号
（
六
月
一
一
日
）。

３
　
海
外
で
の
議
論

⑧
佐
賀
卓
雄
「
破
綻
処
理
ス
キ
ー
ム
の
国
際
的
枠
組
み
の
構
築
」『
証
券
経
済
研
究
』
第
八
三
号
、
二
〇
一
三
年
。

⑨
漆
畑
春
彦
「『
再
生
・
破
綻
処
理
計
画
（
Ｒ
Ｒ
Ｐ
）』
の
問
題
点
と
課
題
」『
証
券
経
済
研
究
』
第
八
三
号
、
二
〇
一
三
年
。

⑩F
SB

(F
inancialStability

B
oard),K

ey
A

ttributes
ofE

ffective
R

esolution
R

egim
es

for
F

inancialInstitutions,O
ctober

2011.

⑪
小
立
　
敬
「
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
の
枠
組
み
を
変
え
る
『
主
要
な
特
性
』」『
金
融
財
政
事
情
』
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
二
日
号
。

⑫
小
立
　
敬
「
ベ
イ
ル
イ
ン
の
導
入
に
向
け
た
検
討
―
破
綻
時
に
債
権
の
損
失
吸
収
を
図
る
新
た
な
措
置
―
」『
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』

二
〇
一
二
年
秋
号
。

⑬
佐
賀
卓
雄
「
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
（
Ｄ
Ｆ
）
法
に
お
け
る
破
綻
処
理
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
」『
証
券
経
済
研
究
』
第
七
九
号
、
二
〇
一
二
年
。

⑭
澤
井
　
豊
・
米
井
道
代
「
ド
ッ
ド
＝
フ
ラ
ン
ク
法
に
よ
る
新
た
な
破
綻
処
理
制
度
」『
預
金
保
険
研
究
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
。

（52）



⑮
小
立
　
敬
「
欧
州
委
員
会
に
よ
る
銀
行
破
綻
処
理
の
枠
組
み
の
提
案
」『
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』
二
〇
一
二
年
夏
号
。

⑯
鈴
木
敬
之
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
銀
行
同
盟
の
議
論
」『
預
金
保
険
研
究
』
第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年
。

⑰
奥
山
大
輔
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
破
綻
処
理
制
度
に
向
け
た
取
組
」『
月
刊
資
本
市
場
』
二
〇
一
三
年
三
月
号
。（

い
ず
　
ひ
さ
し
・
客
員
研
究
員
）
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